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3詩経正砲

窪佑『重校剪灯新話後序』に「『正龍掻英』」とする。

明の陳善などの編集した『萬歴杭州府志』，明の萬暦の黄汝亨の序ｶざある『銭塘県志』な

どに記されたが，『銭塘県志』に「『詩経正苑』」とする。

『千頃堂書目』巻一「詩経類」にもう「『詩経正苑』」とする。

清の朱彙尊の『経義考』巻百十二に記されて，「快」と言われた。

清代の蕊嘉儒などの編集した『光緒杭州府志』の巻八十六「芸文一」に「王府長史銭塘

窒佑撰」と言った。

供。

4資治通鑑綱目集覧銭誤

窪佑『重校剪灯新話後序』に「『集覧鎬誤』」とする。

郎瑛の『七修類稿』に「『通鑑集覧鎬誤』」と記されて，当時まだあると言っている。

『千頃堂書目』巻五「史学類」に「『資治通鑑綱目集覧鎬誤』一巻」と記している。

清代の謹嘉偽などの編集した『光緒杭州府志』の巻八十七「芸文二」に「『資治通鑑綱目

集覧鎬誤』三巻」とする。

供。

5閲史管見

窒佑『重校剪灯新話後序』に「『管見摘編』」とする。

『千頃堂書目』巻五「史学類」に「『閲史管見』」と記している。

『光緒杭州府志』巻八十七「芸文二」の記載が『千頃堂書目』と同じである。

供。

6四時宜忌

『光緒杭州府志』巻八十七「芸文二」に記されて，「一巻」とする。

日本の東洋文庫に収蔵の明刻本の『趨居家必備・趨避』の中に収録されていて，作者は

｢窪祐」とする。

『四庫全書総目提要』巻六十七「史部・時令類存目」に記されていて，その本はもとも
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と「編修程晋芳」氏の蔵書であり，程氏は清代の有名な蔵書家である。彼はその本に「徴

引錐博，究不免傷干蕪雑也」と言っている。

『学海類編』にも収録されていて，「一巻」とする。

台湾の『筆記小説大観』第六巻に影印されたが，作者を「元銭塘窒祐宗吉」とする。

現存。

7誠意斎課稿

窪佑『重校剪灯新話後序』に記されて，「治経（経学を研究)」の著作とする。

他の所には管見に入らないが，周定王の子周憲王朱有敦の号は「誠意斎」である。この

事実を考えると，その本は墾佑が周王府の長史の在任中，教授用のノートであると推測で

きる。

供。

8居家宜忌

明の陶いて氏が編集した『続説郛』三十に収録されて，作者は「銭塘窒祐」とする。

清の黄秩模氏の編集した『遜敏堂叢書』にも収録された。又，『付録』，『続録』，『三続録』，

『四続録』，『補録』もある。この叢書は日本の東洋文庫に収蔵されて，作者は「髻祐」と

された。「祐｣，「祐」と佑は一人であるはずであると。

『光緒杭州府志』巻八十八「芸文三」に「一券」と記されて，作者は「髻佑」とされて

いる。

現存。

9俗事方

明代に刊刻された『居家必備・治生』に収録されて，今東洋文庫にこの本は収蔵されて

いる。

又，『千頃堂書目』巻十四「李恒『袖珍方』四巻」条に周王が窒佑に命じて，彼に『袖珍

方』の『序』を書かせたという記事がある。たぶん，当時，窒佑はその本の編集に参加し

た可能性がある。そのことについて，『千頃堂書目』の「『普済方』四百二十六巻」条，『四

庫全書総目提要』「子部･医家類」及び丁丙『善本書室蔵書志』巻十六の『袖珍方』条など

の記載が参考になる。

現存。
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10葬説

，『千頃堂書目』巻十三「五行類」に「『陳氏葬説』一巻」と記されており，「類書類」の

「『広説郛』八十巻」条に窪佑の「『陳氏墓説』」とある。この二つの本は同書異名であると

思われる。

王鴻緒『明史稿芸文志』「五行類｣，『明史芸文志』などに「『葬説』一巻」と記されてい

る。

『光緒杭州府志』巻八十八「芸文三」の記載は『千頃堂書目』巻十三「五行類」と同じ

である。

供。

11宣和牌譜

『光緒杭州府志』巻八十八「芸文三」に記されて，『続説郛』に収録された。

現存。

12学海遺珠

濯佑『重校剪灯新話後序』では，「記事（事伴を記する)」の著作と言われていふ。

郎瑛の『七修類稿』の中にこの本を「不可復得」のものと言っている。たぶん，すでに

亡供の本と思われる。

供。

13大蔵捜奇

歴代の記載は『学海遣珠』と同じである。

供。

14遊芸録

窪佑『重校剪灯新話後序』，郎瑛『七修類稿』の記載は大体『学海遣珠』，『大蔵捜奇』と

同じである。

『千頃堂書目』巻十五「芸術類」「『勝芸録』」と記されて，同書巻三十二「文史類」にも
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この遺稿は『楽全集』と一緒に刊行されたのかどうかは，まだわからない，しかし，現存

の記載によると，清代以来記された『斎楽全集』というものは現存の『全楽稿』であると

思われる。

供。

17採芹稿

濯佑『重校剪灯新話後序』に記されて，「作詩」の作品といわれている。

供。

18名賢文粋

髻佑『重校剪灯新話後序』に記されて，「攻文」の作品といわれている｡

『千頃堂書目』巻三十一「総集類」に記されているが，しかし巻数の記載がない。

『光緒杭州府志』の巻九十五「芸文十」に記されものは『千頃堂書目』巻三十一「総集類」

と同じである。この本も亡侠。

供。

19鼓吹続音

崔佑『重校剪灯新話後序』，また『帰田詩話』巻上「鼓吹続音」条，および巻下「梧竹軒」

条のなかに記されている。それらの記録によると『鼓吹続音』は「至正20年」ごろ，すで

に亡供したようである。『千頃堂書目』巻三十一「総集類」に「鬘佑『鼓吹続音』」という

記録がある，おそらく書名だけを記していて，原本を見たことがないと思われる。

供。

20風木遣音

窒佑『重校剪灯新話後序』に記して，「作詩」の作品としている。他のところは記載がな

いそうだ。

供。
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21楽府擬題

濯佑『重校剪灯新話後序』に記されている。また『帰田詩話』巻下「還珠吟」条に「窒

佑少年のとき，擬楽府の百首を作られた」という記録がある。この本は墾氏少年のときの

作品であり，すでに亡供したものと思われる。

供。

22屏山佳趣

窒佑『重校剪灯新話後序』に記して，「作詩」の作品と言っている。

郎瑛の『七修類稿』巻三十三に記して，当時はまだ存在していると言った。

『光緒杭州府志』の巻九十一芸文五に「屏山雅趣」と記して，すでに亡供したという。

供。

23興観詩

郎瑛の『七修類稿』巻三十三に記して，当時まだ存在していると言っている。

『千頃堂書目』巻三十一「総集類」に「仇遠濯佑『興観集』一巻」という記録がある。

『光緒杭州府志』の巻九十一「芸文五」に「『興観詩』」と記されている。

供。

24順承稿

郎瑛の『七修類稿』巻三十三に記して，当時まだ存在していると言っている。

『光緒杭州府志』の巻九十一「芸文」五に「『順存稿』」と記して，この本も亡供したと

言っている。

供。

25天机雪錦（一作「『玉机雲錦』｣）

窒佑『重校剪灯新話後序』に記して，「填詞」の作品と言っている。

郎瑛の『七修類稿』巻三十三に「玉机雲錦」と記されて，「已不可復得」と言っている。

供。












